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 はじめに
 

今年も、暑い夏となっている。既に各地で猛暑日となって

おり、九州では記録的な豪雨による大規模な被害が発生した。

犠牲になられた方々や被害を受けられた方々に、心から哀悼

とお見舞いを申し上げたい。 

一方、南極では過去最大規模の氷山の分離が報じられるな

ど、各地で気候変動の影響を懸念させる現象がみられている。

このまま気候変動が続けば、我々の経済社会の存立基盤にも、

深刻な影響が生じかねない。温室効果ガスの排出量を削減す

ることだけでなく、温暖化する気候システムにどう備えてい

くのか、適応面においても、長期的かつ根本的な対応の変更

を迫られることになろう。 

 

 パリから 年
 

早いもので、パリでの COP21 から、もうすぐ 2 年を迎え

ようとしている。世界の首脳がパリに集い、政治的気運が最

高潮に達した中で採択されたパリ協定は、昨年、歴史的にも

異例のスピードで発効した。 

 各国ともパリ協定に基づく約束を実現すべく、国内制度を

整備し、対策を実施しつつある。また、民間企業や地方自治体

も含め、経済社会を担う各種主体の動きは、目をみはるもの

がある。低炭素経済社会への移行を見据え、低炭素システム、

低炭素技術への投資が急速に進みつつある。 

これまで、ともすれば貧困撲滅を掲げて、経済開発を優先

する傾向にあった途上国においても、急速に低炭素投資が進 
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められている。そうした背景には、気候科学の進展

により気候変動対策の必要性が大きな説得力をも

つようになり、経済的に利用可能な技術が進展し、

あるいは各種対策の実施が各国の抱える諸問題の

解決にも役立つといったことがあるだろう。気候投

資は、持続可能な開発の実現において、大きな機会

となっている。そしてパリ協定は、長期的にはその

究極的な目的の実現を目指しつつ、各国がそれぞれ

最適な開発の道筋をたどることを可能とするもの

である。 

 政治的構造の変化と
 

本年年頭に、米国第一主義とエネルギー立国を大

きく掲げて就任したトランプ大統領は、次々と国内

対策の見直しを打ち出してきた。国際対応に関して

も、国内の反対や多くの国の懸念をよそに、G7 サ

ミット直後の 6 月初め、パリ協定脱退の方針を表明

した。 

これにより、国際社会での米国の孤立は決定的な

ものとなった。G7 や G20 サミットの結論文書にお

いては、米国とその他の国の意見が対立し、いずれ

も、異なる記述を併記する異例の事態となった。 

7 月に独で開催された G20 サミットでは、気候変

動に関して、米国以外のすべての国が結束し、パリ

協定は覆すことのできないものであるとしつつ、協

定への強いコミットメントを再確認し、早急にその

完全な実施に取り組むことを首脳宣言に盛り込ん

だ1。また、「ハンブルク成長のための気候及びエネ

ルギー行動計画」を取りまとめ、各国の約束(NDC)、

長期低排出発展戦略（以下「長期戦略」）、エネルギ

ー移行政策、資金問題といった具体的な課題につい

て、G20 の主要国が取り組むべき行動に合意したこ

とは注目すべきことである2。 

 長期戦略の重要性
 

言うまでもなく、気候変動は人類が長期的に取り

組むべき、息の長い課題である。今年の排出量の増

減が直ちに来年の気候に影響を及ぼすものはない

が、反面、気候変動の深刻な影響が確知されてから

行動を起こしても、既に手遅れである。 

また、実際の排出量の多寡を規定する産業設備、

建築物、都市構造などは、その計画や投資から更新

までに長期を要するため、早い段階から長期的な方

                                                   
1 https://www.g20.org/Content/EN/_Anlagen/G20/G20-

leaders-declaration.pdf?__blob=publicationFile&v=7  
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https://www.g20.org/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-

g20-climate-and-energy-

向性を示して、政策的な誘導を図ることが重要であ

る。 

このような観点から、パリ協定では各国に長期戦

略の策定を求め、COP 決定では 2020 年までに通報

するよう奨励している。G20 サミットでは、米国も

含めて、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ

に沿って、我々の経済及びエネルギーシステムを変

革し、強化するため、均衡ある、経済的に可能な長

期戦略を促進すべく」G20 各国が協力することを首

脳宣言に盛り込んだ。また、行動計画では、これま

でになされた長期戦略策定の取組を歓迎しつつ、

G20 以外の国も含め、それぞれの経験を共有し、協

力していくこととされた。長期戦略が、インフラ整

備も含めた投資のあり方に影響を与えることを明

記したことも、重要な点であろう。 

 我が国の長期戦略策定のプロ

セス
 

昨年の G7 伊勢志摩サミットでは、2020 年の期

限に十分先立って、長期戦略を策定し、通報するこ

とに合意しており、我が国においても、長期戦略の

策定に向けて、関係省庁における検討作業が始まっ

ている。 

環境省では、中央環境審議会地球環境部会長期低

炭素ビジョン小委員会の場で検討に着手し、長期低

炭素ビジョンがとりまとめられた3。また、経済産業

省においては、長期地球温暖化対策プットフォーム

における報告書がまとめられている4。 

両報告書をみると、パリ協定に基づき、世界全体

で大幅な排出削減を実現すべく、経済社会の抜本的

変革が必要であることについては、共通認識がある

ようである。これは、IPCC でも確認され、世界全

体で長期的に取り組むための出発点であるとはい

え、そこに齟齬がないことは重要である。 

とは言え、報告書の各所において、両省の考え方

やアプローチの相違が色濃く反映され、大きな意見

の相違があることもまた、事実である。我が国とし

て長期戦略を策定するに当たり、相当の議論が必要

であろう。長期戦略の性格とその機能、長期的な排

出削減に向けたプロセスのあり方、カーボンプライ

シングの評価と考え方、国内対策と海外貢献の位置

付けなどは、そうした大きな相違の例である。 

今回の Climate Edge では、こうした大きな相違

がみられるいくつかの課題に着目し、論点を明確に

en.pdf?__blob=publicationFile&v=5  

3 http://www.env.go.jp/press/103822/105478.pdf  

4 

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/201704

14001_02.pdf   

https://www.g20.org/Content/EN/_Anlagen/G20/G20-leaders-declaration.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.g20.org/Content/EN/_Anlagen/G20/G20-leaders-declaration.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.g20.org/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-g20-climate-and-energy-en.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.g20.org/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-g20-climate-and-energy-en.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.g20.org/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2017-g20-climate-and-energy-en.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.env.go.jp/press/103822/105478.pdf
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170414001_02.pdf
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/pdf/20170414001_02.pdf
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しながら、考え方を提示することとした。今後の検

討過程でなされるであろう国民的議論に対して、何

らかのインプットとなれば幸いである。 

 終わりに
 

気候科学の懐疑主義者は、その問題提起の一つと

して、今世紀当初の気温上昇の短期的な停滞を挙げ

ることが多い。あるいは、米国における政策の停滞

も同じようなものかもしれない。そのような短期的

な政治的、政策的な揺らぎは、今後とも、さまざま

な地域で起こり得るのかもしれない。そうしたこと

も含めて、人類の活動に起因する排出を制御し、長

期的な気候変動を最小限に抑制するための効果的

なメカニズムを構築することが求められているの

であろう。 

米国も、長期的にみれば、従前の積極的な政策に

回帰することとなるだろう。その際には、国内に蓄

積されたエネルギーは、更に積極的な取組を求める

こととなるかもしれない。何より、市場では既に長

期的な低炭素の方向性を織り込み、各主体はぶれる

ことなく低炭素投資を進めている。 

どのような政治的主張をしたところで、気候科学

が変わるものではなく、むしろ、ますます強固なも

のとなろう。結局は、「それで気候変動をどうする

つもりか」という基本的な問いかけにどう答えるの

か、それに尽きるのであろう。 
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Key Points 

 カーボン・バジェットは、（１）地球の平均気温

を一定の気温上昇に抑えるために許容される

CO2の累積排出量、（２）その許容排出量の分

配・管理、という二つの意味を持つ。カーボン・

バジェットを巡る論争では、この二つが混同さ

れており、議論がかみ合っていない。二つの意

味を踏まえた議論の整理が必要である。 

 第一の意味でのカーボン･バジェットは、累積

CO2排出量と気温上昇が比例関係にあるとい

う科学的知見に依拠する。この比例関係は、

気温上昇を一定のレベルで止めたければ、そ

の気温目標に達する前に排出量と吸収量との

均衡（ネット・ゼロ排出）の達成が必要であるこ

とを意味する。パリ協定は1.5℃/2℃目標に向

けて「今世紀後半中に人為的な排出量と人

為的な吸収量の均衡を達成する」ことを目指

すとしており、この意味で、カーボン・バジェット

の考え方はパリ協定の中核をなすものである。 

 2℃目標であれば、2℃上昇までにネット・ゼロ

排出を達成する必要があるということは、政策

上の重要な指針となる。パリ協定における世

界全体の取り組みの進捗評価の際に、実際の

気温上昇に照らし合わせて、排出量が2℃上

昇するより早い時点でネット・ゼロになるような

スピードで削減されているかは重要な評価基

準となる。 

 観測データに基づく気温上昇トレンドは今世紀

後半の早い時期には2℃上昇の可能性を示し

ている。この時間軸を念頭に、各国はパリ協定

が求める長期戦略の策定する際、ネット・ゼロ

排出パスを描き、その実現に向けた取り組み

を検討していくことが望ましい。既に策定した

国々の多くは、その長期戦略の中で、2050年

80％削減などの大幅国内削減を目指し、産

業構造の転換や雇用、エネルギー安全保障

といった問題を解決しながら、2050年のあるべ

き姿を描きだそうとしている。日本も、長期戦

略をネット･ゼロ排出実現の通過点としの2050

年国内80%削減を目指すための国家戦略と

して位置づける必要がある。 

 

 背景：カーボン・バジェットを巡る 

国内の議論

気候安定化に向けて気温上昇を 2℃、1.5℃など一

定の限度内に抑えようとする場合、当該温度上昇抑

制目標をどの水準に設定するとしても、われわれが

排出できる二酸化炭素（CO2）の総量には限りがあ

る、という科学的事実が気候政策の基本である。こ

の限られた総量を各国、各世代で分かち合いつつ、

最終的には人為的な排出量と吸収量とを均衡させ

ることで正味の排出量をゼロにする、つまり、CO2

の累積排出量を一定量以下に安定化することが求

められる。こうした考え方に裏打ちされたカーボ

ン・バジェットという概念は、気候変動科学から導

出される本質に基づく合理的なものといえる（田

村･倉持･西岡 2015）。環境省「長期低炭素ビジョン」

においても、パリ協定で合意された 2℃目標の達成

に向けて、「残されたカーボンバジェットを世界全

体で効率よく使いながら、今世紀後半までに脱炭素

社会を構築していくことが気候変動対策の根幹で

ある」としている（環境省 2017）。 

他方、カーボン・バジェットへの批判あるいは強

い拒否反応も見られる（有馬 2017、経産省 2017、

カーボン･バジェットの科学的背景と政策的含意 

 

気候変動とエネルギー領域 

研究リーダー 
 

田村 堅太郎 

長期ビション・戦略を考える 



IGES THE CLIMATE EDGE 

 

 
5 

 

塩津 2017）。経産省の「長期地球温暖化対策プラッ

トフォーム報告書」（2017）では、カーボン･バジェ

ットの発想は温室効果ガス削減のみを絶対的な制

約条件として強調し、経済成長やエネルギー安全保

障といった他の重要政策課題への配慮を軽視する

ものであるとし、パリ協定においても「カーボン・

バジェット」については合意されておらず、「カー

ボン・バジェット」の存在とその制約の受け入れに

関する国際的な合意は存在していないとする。また、

カーボン･バジェットの大きさに関しては未だ不確

実性が非常に大きく、科学的知見のさらなる蓄積が

求められる、と主張している。つまり、カーボン・

バジェットは気候政策の根幹とはなりえないし、そ

うするべきではない、ということである。 

なぜ、このような見解の相違がでてくるのであろ

うか。立場の違いに加え、カーボン･バジェットが

持つ二つの意味合い（一定の期間、あるいは一定の

気温上昇に抑えるために許容される CO2 の累積排

出量という意味と、その分配・管理の意味）が混同

されていることも原因と思われる。そこで、本稿で

は、まず、カーボン･バジェットの二つの使われ方

を説明した後、パリ協定とカーボン・バジェットの

関係を巡る議論において、どちらの意味で使われて

いるかを明らかにしつつ、議論の整理をおこなう。

さらに、第一の意味でのカーボン･バジェット（許

容累積排出量）に関する不確実性に触れた後、その

不確実性を越えてカーボン・バジェットが持つ政策

的含意について検討する。 

 カーボン･バジェット：二つの使わ

れ方

カーボン・バジェットは二つの意味合いで使われ

ている。一つは、地球の平均気温を一定の上昇に抑

えるために許容される CO2 の排出総量を指すもの

であり（明日香ほか 2014、CAN-Japan 2014）、環境

省長期低炭素ビジョンでもこの意味で使われてい

る（環境省 2017）。これは、気候変動に関する政府

間パネル（IPCC）の第五次評価報告書（AR5）でも

記されているように、これまで人類が累積的に排出

してきた CO2 量と地球の気温上昇がほぼ比例関係

にあるということに基づく（図 1）。現状では、ある

年に大気中に放出された CO2 の約半分は森林・土

壌・海洋といった自然に蓄積されるが、残り半分は

吸収されず数百年程度、大気中に残ることになる。

そして、次の年に排出された CO2の半分がこの残存

分に加わるので、吸収される量以上の CO2を排出し

ている限り大気中の残存 CO2 は増え続ける。温室効

果の理論から、この濃度増に比例して温度が上がる、

ということである。 

 

図１ 累積排出量と気温上昇は比例関係 

出所：IPCC AR5  

 

カーボン・バジェットのもう一つの意味合いは、

その排出できる上限をどのように「管理」するのか

という側面に焦点を当てたものである（田村 2013、

有馬 2017、経産省 2017）。もともと、英語の budget

には日本語でいう「予算」という意味に加え、その

予算の「管理」や「執行計画」という意味も持つ。

つまり、カーボン・バジェットは「炭素管理計画」

といった意味になる。英国では 2008 年気候変動法

により、自国の温室効果ガス排出量を 2050 年まで

に 1990 年比で少なくとも 80%削減するという長期

目標に向け、5 年毎に排出できる総量を「カーボン・

バジェット」として規定しており、まさに一定期間

の中での排出総量の管理という意味でカーボン・バ

ジェットという言葉が使われている。 

さらに、2℃目標に対応した累積 CO2 排出量のグ

ローバルなレベルでの管理方法についての研究も

多くなされている。例えば、ドイツの地球変動諮問

委員会（WBGU）は、1990 年あるいは 2010 年の時

点からみた、2℃目標達成に対応する世界全体での

許容排出量を算出し、それを一人あたり排出量が均

一になるように各国に割り当てることを提案した

（WBGU 2009）。また、産業革命以来の歴史的排出

量と 2℃目標達成に向けた将来の許容排出量を合算

し、それを人口に応じて各国に割り当てるというア

プローチも提案されている (Pan and Chen 2010)。他

方、安本・西村は、2℃目標達成に向けた今後の許容

排出量を世界全体のカーボン・バジェットと位置付

け、その管理･配分を国ではなく、市場に任せるこ

とを提唱した（Yasumoto and Nishimura 2009）。 

気温目標に対応する許容排出量とその分配･管理

という二つの考え方は相容れないものではなく、む

しろ連動するものである。前者の意味で使っても、
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どのように予算内に収めるのかという含意を持つ

ものでもあるし、後者の意味で使ってもその前提に

は許容される総排出量の存在がある。しかしながら、

現在のカーボン・バジェットを巡る論争では、この

二つの意味が混同されており、議論が必ずしもかみ

合っていない。次節では、カーボン･バジェットが

二つの使われ方をすることを意識しつつ、パリ協定

とカーボン・バジェットの関係についての議論を整

理する。 

 パリ協定とカーボン・バジェット

有馬（2017）は、環境省長期低炭素ビジョンにお

いてカーボン・バジェットが気候変動対策の根幹と

位置づけられていることに疑問を呈し、そもそも

「パリ協定において締約国がカーボンバジェット

に基づいて温室効果ガス削減を行うことに合意し

たかのような議論はパリ協定の交渉経緯の事実に

反する」と主張する。経産省の『長期プラットフォ

ーム報告書』（2017）では、カーボン･バジェットが

否定された一因として、その考え方が京都議定書型

の先進国と途上国の二分論に基づく排出枠の分配

につながるという懸念があったことを挙げている。

さらに、「パリ協定では『温室効果ガスの人為的な

発生源による排出量と吸収源による除去量の均衡

を達成する』とされ、カーボン･バジェットではな

く、将来の吸収量を考慮した合意がされている」と

指摘している（経産省 2017）1。 

確かに、ボリビアらが主張した、歴史的責任や能

力等の基準に基づいて世界全体のカーボン･バジェ

ットを各国間で公平に配分するといった総量管理

の発想はパリ協定にはない。締約国はそれぞれの国

情に照らして、自らの排出削減目標の内容やレベル

を決定するというアプローチとなっている。しかし、

これはパリ協定で特定の管理方法（一定の基準に基

づく配分）が採用されなかったということであり、

「許容排出量」の考え方自体が否定されたというこ

とではない。また、前節で紹介した許容排出量の分

配･管理という意味でのカーボン･バジェットのア

プローチでは、さまざまな公平性基準に基づき、許

容排出量を各国に配分するという発想であり、先進

国と途上国の二分論に基づくものではない。 

むしろ、前節で述べたように、パリ協定が目指す

1.5℃/2℃という気温目標を達成するためには、究極

的には温室効果ガス排出をほぼゼロにしなければ

ならない。そして、2℃より十分低く抑えるための

許容排出量を考えると、2020 年頃には世界の排出量

                                                   
1 同様に、塩津（2017）も「パリ協定でカーボンバジェ

ットが否定され、人為的排出量と吸収のバランスを目指す

ことで合意した…」と指摘している。 

2 IPCC AR5 で評価された 2℃目標と整合性のある排出シ

ナリオの大半は BECCS に依存したものであったが、

増加を反転（頭打ち）させ、その後、大規模は排出

削減を実現させ、今世紀後半のなるべく早い時期に

ネット・ゼロ排出を達成する必要がある(Rogelj, 

Luderer, et al., 2015)。このことは、まさに（第一の意

味での）カーボン・バジェットの発想に基づくもの

である。実際、パリ協定４条においても「今世紀後

半中に人為的な排出量と人為的な吸収量の均衡を

達成する」ために、「なるべく早期の排出ピークを

実現し、その後、最良の科学的知見に基づき迅速な

削減に取り組むことを目指す」としている。つまり、

カーボン・バジェットはパリ協定の根本にある考え

方である。 

また、このことは、経産省（2017）や塩津（2017）

の主張とは異なり、カーボン･バジェットという考

え方と排出と吸収の均衡の達成の必要性が対立す

るものではないことを意味する。2℃目標を確度高

く達成するためには、累積排出量が 2℃目標に対応

する許容排出量の上限に達するよりなるべく早く

にネット･ゼロ排出を達成することが求められる。

パリ協定では「人為的な排出量」と「人為的な吸収

量」の均衡を目指しているが、これが実現すると、

自然の吸収量によって大気中濃度は減少し始める

ことになる。海洋の熱容量による温度上昇の遅れで

気温が上がり続けようとする効果が、大気中の CO2

濃度が減少することによる気温を下げようとする

効果により打ち消されて、気温上昇が頭打ちとなる

（江守 2015）。他方、その上限を超過（いわゆるオ

ーバーシュート）してしまうと、その後、炭素回収･

貯留（CCS）付きバイオエネルギー（BECCS）とい

った、その大規模導入には課題を抱える技術に頼る

ことで吸収量を人為的排出量より上回らさせ、最終

的に累積排出量自体を許容排出量のレベルまでに

引き下げる必要が出てきてしまう2。しかし、さらに

野心的な 1.5℃目標を目指すとなると、オーバーシ

ュートを許しながら、BECCS などの大規模導入に

より人為的な吸収量を大幅に増加させることで、

1.5℃目標に対応する許容排出量までに抑制すると

いったオプションが考えられる（図 2）。 

いずれにせよ、ここでの重要なメッセージは、累

積排出量を許容される上限に抑えるために、今世紀

半ば以降の人為的な排出量は吸収量によって相殺

される必要があるということである。つまり、パリ

協定で人為的排出量と人為的吸収量のバランスを

めざすことで合意したとは、カーボン･バジェット

を否定したのではなく、言い換えたということであ

る。 

BECCS の大規模導入に対しては土地利用、食糧、水資源

とのトレードオフ問題が指摘されている。そのため、

IEA/IRENA (2017)では、オーバーシュートしない、つま

り BECCS に頼らないシナリオが議論されている。 
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図 2 パリ協定長期目標達成に向けたイメージ 

出所：Rockstörm, et al. (2016)を基に作成 

 

 許容排出量を管理するというこ

と

有馬（2017）は、カーボン･バジェットの第二の意

味、つまり「炭素管理」を念頭に、カーボン・バジ

ェットという発想は温暖化防止至上主義に立脚す

るものであるとして批判している。すなわち、温室

効果ガス削減のみを絶対的な制約条件として位置

づけ、経済成長やエネルギー安全保障といった他の

重要政策課題への配慮を軽視するもの、とする。同

様の批判は、経産省報告書（2017）や塩津（2017）

にもみられる。カーボン・バジェットは温暖化防止

至上主義に基づく考え方なのであろうか。 

確かに、1.5℃や 2℃といった気温目標に対応した

累積排出量をどのように管理するのかという発想

は、まずは気温上昇を一定の範囲内に抑えようとい

う目的が出発点となっている。その背景には、気候

システムを安定化させなければ持続可能な発展の

土台が損なわれるといった考え方がある。他方、気

候変動によって生じうる被害についての科学的不

確実性を強調する立場からすると、こうした考え方

は温暖化防止至上主義と映るのであろう。気候変動

がもたらす悪影響について、不確実性が残るのは確

かであるが、極地方における氷床の融解、海面上昇

や海水温上昇など、多くの事象において、これまで

の想定以上に厳しい現実が観測されており、より安

全サイドに立った取り組みが求められる3。 

また、許容排出量をどのように管理するかについ

ても、さまざまな方法がありえ、工夫の余地がある。

                                                   
3 海面上昇のスピードは 1990 年からほぼ 3 倍に上昇

したとの研究結果がある（Dangendorf, et al., 2017）。グ

リーンランドや西南極大陸（特に、南極半島）の氷床の融

例えば、2017 年 2 月末現在、6 カ国がパリ協定の下

で求められている長期低炭素発展戦略（以下、長期

戦略）を提出しているが、そこで描かれている戦略

の多くは国家の発展戦略、産業戦略という内容にな

っている（田村・鈴木 2017）。ドイツの長期戦略は、

パリ協定にそった国内排出削減（1990 年比 2050 年

80～95％削減）に向けた 2050 年までの行動、及び

2030 年までの投資に関する指針を提示することで、

座礁投資（ stranded investments）や構造的破綻

（structural breaks）を避け、脱炭素化に向かう世界

の中でドイツ経済の競争力を確保する必要条件を

提供することを目指すとしている。同様に、フラン

スの長期戦略では、エネルギー消費と GHG 排出を

抑制し、化石燃料の代替技術における世界的リーダ

ーとしての地位を確保することを目指し、その過程

で、輸入化石燃料への依存軽減、経済成長の促進、

雇用創出を進めていくとしている。 

つまり、カーボン・バジェットの考え方をベース

に今世紀後半の脱炭素化という長期目標を掲げて

いるパリ協定は、各国に対し、その長期目標を念頭

に、長期戦略の策定を求めている。そして、それぞ

れの国は、その長期戦略の中で、産業構造の転換や

雇用、エネルギー安全保障といった問題を解決しな

がら、2050 年のあるべき姿を描きだそうとしてい

る。各国のこうした長期戦略の策定努力は温暖化防

止至上主義とは趣を異とするものである。 

 許容排出量と不確実性

繰り返しになるが、1.5℃であろうが 3℃であろう

が、一定の気温上昇に抑制するためには累積排出量

を管理することが鍵となる。しかし、この許容され

る累積排出量を測ることには不確実性を伴う。この

不確実性は大きく分けて、CO2 の累積排出量に対す

る物理的な応答と、CO2以外の温室効果を有するガ

スや物質の将来排出の予測という二つに起因する

ものである(Millar, et al., 2016; Rogelj et al., 2016)。 

累積 CO2 排出量と気温上昇とが比例関係にある

ことは既に述べたが、その比例定数は気候モデルに

より異なる。この比例定数は｢累積炭素排出量に対

する過渡的気候応答（TCRE）｣と呼ばれ、累積 CO2

排出量 1,000GtC あたりの気温上昇で表される。そ

の値について、IPCC AR5 では、0.8℃から 2.5℃まで

が可能性が高い（66％以上の）範囲と評価されてい

る。このように TCRE の値は大きく異なるが、その

バラツキは正規分布に従うと見なすことで、所定の

解が注目され、海面上昇の要因として次第に大きな割合を

占めはじめている。また、海水温上昇により、豪グレート

バリアリーフの白化が想定より深刻と報告されている（29 

May 2017, The Guardian）。 
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気温目標（例えば 2℃）とその目標達成の確率に対

する累積 CO2 排出量の上限を決めることができる。

この手法に基づき、IPCC AR5 第一作業部会報告書 

(WGI)では 2℃目標に対して非超過確率が 66％、

50％、33%の場合、累積 CO2排出量の上限をそれぞ

れ 1,000Gt（3,670GtCO2）、1,210Gt（4,440GtCO2）、

1,570Gt（5,760GtCO2）としている。 

現実の気温上昇は CO2 以外の温室効果ガス（メタ

ン、一酸化二窒素（N2O）等）やエアロゾル（微粒

子）も影響し、それらの排出予測の難しさが別の不

確実性を生み出す。CO2以外の温室効果ガスやエア

ロゾルは、CO2 とは違い、その多くは大気中の残存

期間が短く、累積効果を持たない。そのため、所与

の気温目標の気温に達した時点での排出量が問題

となる。つまり、その時点で非 CO2 ガスの排出量が

多いと予測されれば、CO2 の許容排出総量は小さく

なる。非 CO2ガスの今後の排出は、多くの社会経済

的要因や気候政策の動向に大きく左右されるため

（例えば、バイオエネルギーの利用拡大に伴う肥料

投入量の増加により N2O の排出増加の可能性が指

摘されている）、その動向を現時点で見通すことは

難しい(Rogelj, Meinshausen, et al., 2015)。 

ちなみに、上記にある IPCC AR5 WGI で示されて

いる、66%、50％、33％を超える確率で 2℃未満に

抑えるための CO2許容排出量の上限値は、非 CO2ガ

スの効果を考慮に入れると、それぞれ 790GtC

（ 2,900GtCO2）、 820GtC（ 3,010GtCO2）、 900GtC

（3,300GtCO2）となる。ここでの非 CO2 ガスの排出

見通しは、非 CO2ガスの放射強制力が大きく設定さ

れている（つまり、非 CO2 対策が進んでない）シナ

リオ（RCP8.5）に基づくものであり、非 CO2 対策が

進んだシナリオに比べ CO2 許容排出量は相対的に

小さいものとなっている。 

こうした不確実性を念頭に IPCC での議論を整理

した Rogelj ら（2016）は、可能性の高い確率（66％

以上）で 2℃以下に抑制するために、今後、排出で

きる CO2 総量について、CO2以外の温室効果ガスの

影響も考慮に入れた上で示している。彼らによると、

2015 年までに 599GtC（2,050GtCO2）が排出されて

いるため、2016 年以降に排出できる総量は 161GtC 

(590GtCO2) ～ 338GtC (1,240GtCO2) となる。これ

を現在の排出量約 10GtC で割ると 16 年から 34 年

となり、現在のペースで排出を続けていけば 16 年

から 34 年程度で許容排出量を超えてしまう計算と

なる。許容排出量の大きさでみると不確実性は大き

いようにも見えるが、緊急性の観点からはそこまで

大きな違いとは言えない。 

                                                   
4 2℃上昇時点でゼロ排出にするために、ある基準年に対

して X 年にどの程度削減しなければいけないかは、基準年

から X 年の間の人為起源の気温上昇を 2℃と基準年におけ

 不確実性を超えた政策的指針

所与の気温目標に対する許容排出量の規模に関

する不確実性を乗り越えつつ、カーボン・バジェッ

トが持つ政策上の指針･含意を考えるには、気温上

昇を、例えば、2℃に抑えたければ 2℃に上昇するよ

り前に CO2排出量がネット・ゼロになる必要がある、

とい基本に立ち戻ることが重要である(Millar, et al., 

2016; Otto, et al., 2015)。パリ協定の下では、1.5℃/2℃

目標達成に向けた世界全体の取り組みの進捗状況

を 5 年毎に評価するグローバル･ストックテイクと

呼ばれるプロセスがあるが、実際の気温上昇を確認

しながら、気温が 1.5℃や 2℃に上昇するより早い

時点で世界の排出量がネット・ゼロになるように適

切なスピードで削減されているかどうかは、そうし

た評価の際の重要な判断基準となる (Millar et al., 

2016; Tamura, Suzuki, & Yoshino, 2016)4。 

ここで述べているのは、あくまで観測された気温

上昇に照らして、排出削減努力の進捗を評価すると

いうものであるが、今後必要とされる排出削減スピ

ードに関する相場観を得るために、現在の気温上昇

ペースについて以下に論じる。 

1998 年以降、しばらく気温上昇が鈍くなったこと

で、「上昇停滞（ハイエタス）」などと呼ばれること

もあったが、その後、2014 年、2015 年、2016 年と

3 年連続して地球全体での年間平均気温が観測史上

最高を記録した。米国海洋大気局によると、2016 年

の世界平均気温は、20 世紀平均と比べると 0.94℃

の上昇、1880〜1920 年平均と比べると 1.25℃の上

昇となった (NOAA, 2017)。このように、気候シス

テムは人為的な要因のみならず自然変動によって

も影響を受けるため、短期的には大きな振れがある。

しかし、図 3 に示すように、1990 年代後半から 2000

年代初頭の値も 2016 年の値も、IPCC AR5 で評価さ

れた気候モデルの想定内に納まっている（Climate 

Analytics 2017）。さらに、全球平均気温の 4 つの異

なる時系列データセットを用いた統計的な変化点

検出によっても、2000 年代初頭の値や 2016 年の値

は 1970 年代以降の気温上昇トレンドから逸脱する

ものではないとしている（図 4）(Rahmstorf, Foster, 

& Cahill, 2017)。現在のトレンドが続くと仮定する

と、2060 年頃には 2℃上昇に達する可能性がある 

(Joshi, et al., 2011)。 

 

る人為起源気温上昇の差で割ることでもとめることができ

る。 
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図 3 気温上昇の観測値とモデル予測値の比較 

注：4 つの異なる観測値データセットと IPCC AR5

で評価された気候モデルによる予測値の比

較。灰色の帯は対象モデルによる予測値のば

らつき、黒線はその集合平均を表す。 

出所：realclimate.org 

 

 

 

図 4 全球平均気温のトレンド変化点 

出所 Rahmstorf, Foster, & Cahill, 2017 

 

これまでに観測された気温上昇のスピードは喫

緊かつ大幅な排出削減の必要性を示唆している。パ

リ協定では「今世紀後半におけるネット・ゼロ排出

達成」を目指すとしているが、これを 2100 年にネ

ット･ゼロ達成と解釈するのは楽観過ぎる可能性が

高い。カーボン･バジェットが示す指針は 2℃上昇ま

でにネット・ゼロ排出を達成することであり、現在

の気温上昇トレンドの下では、今世紀後半のなるべ

く早い段階でのネット･ゼロ達成を目指して取り組

みを強化していく必要がある。 

このことは、各国の長期戦略策定においても意

味を持つ。これまでの国際交渉や国内議論では、

何年までに何%減らすかの目標設定でもめてき

た。しかし、気候変動対策の本質は、気温上昇を

2℃以下に抑えたければ、2℃上昇になる前に排出

をネット･ゼロにするしかない、という「総量削

減、ネット・ゼロ化」にある。各国は長期戦略の

中で、上記に示したような時間軸を念頭におきつ

つ、それぞれの国情を踏まえネット･ゼロ排出を目

指していくことが求められる。第 3 節でみたよう

に、既に長期戦略を策定した国の多くは、産業構

造の転換、雇用、エネルギー安全保障といった問

題を解決しながら脱炭素化を目指そうとしてい

る。 

ただし、各国が独自に策定するネット･ゼロ排出

パスの下での累積排出量を積み上げたものが、2℃

目標に対応する許容排出量内に収まる保証はない

といった課題も残る。そこで、各国の長期戦略に

含まれるネット･ゼロ排出パスもグローバル･スト

ックテイクの対象とし、定期的に全体評価を行う

ことが求められる。気温上昇トレンドや世界全体

での許容排出量を意識しつつ、自国の累積排出量

がなるべく小さくなるようなネット･ゼロ化パスを

検討するという作業は、各国が責任ある気候対策

を策定する上での一助となるし、長期戦略を考え

る上でも重要な視点となる。 

 

（了） 
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 カーボンプライシングは、炭素排出削減を目

的として炭素排出に価格をつけるものである。

炭素税や排出量取引（ETS）が一般的である

が、それ以外にも、化石燃料課税を含めた

「実効炭素価格」や「暗示的炭素価格」などの

概念が使用されることがある。これらの定義を

明確にした上で、論点にあった概念を選択す

ることが建設的な議論を行う上で重要である。 

 カーボンプライシングの価格効果による排出

削減効果を議論する場合、明示的炭素価格

（炭素税、ETS）や明示的炭素価格と化石燃

料課税を合わせた実効炭素価格が有用であ

る。エネルギー本体価格を含めたり、暗示的

炭素価格を用いた分析は有用ではない。 

 カーボンプライシングが費用効率的な削減手

段であるかどうかを議論する場合、明示的炭

素価格が有用である。化石燃料課税は、全体

として必ずしも炭素排出量に比例しておらず、

費用効率的とは限らない。 

 カーボンプライシングによる低炭素技術や低

炭素投資の促進効果を議論する場合、明示

的炭素価格、内部炭素価格、実効炭素価

格、およびエネルギー本体価格を含めた分析

は有用と考えられる。暗示的炭素価格は、そ

のような意思決定には活用されないと考えら

れるので、有用ではない。 

 はじめに
COP21 で採択されたパリ協定、あるいは 2016 年

5月に閣議決定された我が国の地球温暖化対策計画

が目指す温室効果ガス（GHG）の大幅削減を実現す

るうえで、カーボンプライシングは大きな役割を果

たすと期待されている。COP21 では、21 の政府（国

および州政府）と 90 以上の機関・企業によりカー

ボンプライシングリーダーシップ連合（CPLC）が

正式に発足するとともに、COP21 決定の中で、排

出削減活動にインセンティブを与えるうえでのカ

ーボンプライシングの重要性が認識されている。同

様の認識は、2016 年 5 月の G7 伊勢志摩首脳宣言

にも盛り込まれている。また、世界銀行や経済開発

協力機構（OECD）などの国際機関は、代表的なカ

ーボンプライシングである炭素税や排出量取引

（ETS）を、最もコスト効率的な CO2排出削減手段

として推奨している（World Bank 2015、 OECD 

2016）。このように、カーボンプライシングに対す

る支持は官民の垣根を越えて世界的な広がりを見

せている。我が国においても、2017 年 3 月に中央

環境審議会地球環境部会が発表した長期低炭素ビ

ジョンにおいて、大幅排出削減を実現するための主

要施策の一つとしてカーボンプライシングを位置

づけている。 

一方、カーボンプライシングに対する根強い反対

意見もある。2017 年 4 月に経済産業省が発表した

長期地球温暖化対策プラットフォーム報告書では、

炭素税や ETS などのカーボンプライシングに加え、

固定買取価格制度（FIT）や省エネ法などによるCO2

排出削減コストを暗示的なカーボンプライシング

とし、さらに、これら広義のカーボンプライシング

をエネルギー本体価格に加えたものを「カーボンプ

ライス」と定義した上で、カーボンプライスと排出
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削減の相関が見られないことや、我が国のカーボン

プライスがすでに高いことなどを理由に、追加的な

カーボンプライシングの導入に否定的な見解を示

している（経済産業省 2017）。 

このように、我が国においては、カーボンプライ

シングの有効性に関して評価が大きく分かれてい

る状況にあるが、その一つの要因として、カーボン

プライシングに関連する様々な概念・定義が十分に

整理されていないことが挙げられる。 

このような現状を踏まえ、本稿ではカーボンプラ

イシングについて建設的な議論を行うための土台

として、様々なカーボンプライシング関連概念・定

義について概念整理を行う。特に、カーボンプライ

シングの価格効果を分析するうえで、エネルギー本

体価格を除くことが重要である理由を示すととも

に、排出量あたり排出削減コストを暗示的カーボン

プライシングとしてカーボンプライシングに含め

ることの問題点を指摘する。 

 

 様々なカーボンプライシング関

連概念・定義

基本的な定義

カーボンプライシングの基本定義として、大きく

2 つある。一つは、炭素排出に伴う外部費用（温暖

化による損失など）に見合った価格を実際に炭素排

出に課すという、外部費用の内部化という考え方に

そった定義である（World Bank 2015）。もう一つ

は、より単純に、炭素排出削減を目的として炭素排

出に価格をつけることという定義である。 

前者はより理論的な定義であり、このようなカー

ボンプライシングが可能であれば社会的・経済的に

最も効率的な排出削減手段であるが、現実には外部

費用を正確に推計することは困難である。また、そ

のような推計が可能であったとしても、外部費用に

見合った価格をつけることには様々な困難が伴う

と考えられる。現実社会でのカーボンプライシング

の定義として、後者の定義、すなわち「炭素排出削

減を目的として炭素排出に価格をつけること」とす

るのが妥当であろう。 

カーボンプライシングの拡大解釈として、結果と

して炭素排出削減インセンティブとなりうる、炭素

排出（あるいは炭素排出につながる化石燃料使用）

に伴う費用をカーボンプライシングとする考え方

がある。この場合、行為として価格をつけるという

より、結果として価格がつくと考えられることから、

「カーボンプライシング」ではなく「カーボンプラ

イス」という用語がより適切と考えられる。  

以下に、これらの基本的定義に基づき、様々なカ

ーボンプライシング関連概念・定義を整理する。 

炭素排出削減を目的としたカーボ

ンプライシング

炭素排出削減を目的として炭素排出に価格をつ

けることという定義に沿ったカーボンプライシン

グには、以下の３つが挙げられる。 

 炭素税：炭素排出そのものに課税する手段であ

り、我が国では温暖化対策税が 2012 年から導

入されている。 

 排出量取引（ETS）：参加するプレーヤー（一般

的には企業）の排出量に上限値を設定し、上限

値を超える排出を行う場合には排出枠（排出許

可証）を市場から購入することを義務付ける手

段であり、結果として排出枠の価格という形で

炭素排出に価格がつくものである。 

 内部炭素価格付け：企業が、経営や投資に関す

る意思決定を行う際に、独自の炭素価格を設定

する手段である。 

この 3 つの手段のうち、炭素税および ETS は炭

素排出に実際の価格がつくことになる。すなわち、

炭素税と ETS では明示的炭素価格がつくこととな

る。 

一方、内部炭素価格付けでは、内部炭素価格が導

入企業および導入企業の投資先などに対し排出削

減インセンティブとして機能するものの、炭素排出

に実際の価格がつくわけではないことに留意が必

要である。 

結果的に炭素排出削減インセン

ティブを持つメカニズム

これらの炭素排出削減を意図した取り組みに加

え、結果的に炭素排出削減インセンティブが働くメ

カニズムもカーボンプライシングに含めるという

考え方がある。たとえば、化石燃料に対する課税は、

たとえば石炭といった一種類の化石燃料だけで見

た場合、化石燃料消費と炭素排出量に比例関係があ

ることから、炭素税と同じ様な効果を持つことが期

待され、カーボンプライシングの一種とみなす考え
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方がある。ただし、化石燃料税は異なる化石燃料間

で炭素含有量あたりの税率は異なっているため、化

石燃料税全体としては必ずしも炭素排出量に比例

していない点に留意が必要である。 

OECDでは、明示的炭素価格（炭素税およびETS）

と炭素排出量あたりの化石燃料税を合計したもの

を実効炭素価格（Effective Carbon Rates：ECR）

と定義し、OECD 加盟国の実効炭素価格の比較を行

っている（OECD 2016）。実効炭素価格は、たとえ

ば日本では交通部門の価格が他部門にくらべ際立

って高いなど、部門毎に大きな開きがあるが、国全

体の平均実効炭素価格で見た場合、日本は 34.8 ド

ル/tCO2となり、OECD 諸国の中では決して高くな

い（図 1 参照）。 

 

 
出典：OECD（2016）より筆者推計 

図１ 各国の平均実効炭素価格（ドル/tCO2） 

 

化石燃料課税に加え、それ以外の炭素排出削減に

つながる取り組みに起因するエネルギー費用の増

                                                   
1 図 1 の暗示的炭素価格は、経産省長期地球温暖化対策

プラットフォーム報告書の定義に基づいている。OECD

加（通常価格の上昇につながる）も、カーボンプラ

イシングの一種であるという意見もある。たとえば

経団連のシンクタンクである 21 世紀政策研究所は、

経団連が実施している自主行動計画に起因する費

用や、再生可能エネルギー固定買取価格制度（FIT）

による電力価格上昇も、暗示的なカーボンプライシ

ングとして機能していると主張している（21 世紀

政策研究所 2016）。同様の議論として、OECD

（2013）は、炭素排出量あたりの炭素排出削減費用

を、暗示的炭素価格としている。 

2017 年 4 月に公表された経済産業省長期地球温

暖化対策プラットフォーム報告書では、明示的炭素

価格、エネルギー税、暗示的炭素価格にエネルギー

本体価格を加えたものをカーボンプライスと定義

している。これは、エネルギー価格が高ければ結果

的にエネルギー消費を抑制し、排出削減につながる

ことから、カーボンプライシングと同じような機能

を有しているという解釈に基づいていると考えら

れる。 

様々なカーボンプライシング関連概念の関係を、

図 2 に示す。 

 

 
図 2 様々なカーボンプライシング関連概念の関係1 

 

 カーボンプライシングをめぐる論

点と該当する定義

建設的なカーボンプライシング議論を行ううえ

で、前節で説明した様々なカーボンプライシング

（およびカーボンプライス）の機能や効果を理解し

たうえで、論点にあわせて適切に定義に基づくカー

ボンプライシングを選択する必要がある。以下に、

（2013）による暗示的炭素価格の定義は、図 1 の実効炭素

価格と暗示的炭素価格を足し合わせたものとなる。 
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カーボンプライシングをめぐる主要な論点ごとに

適切なカーボンプライシング定義を整理する。 

ア  カーボンプライシングに価格効果

はあるか？

価格効果の基本メカニズムは、この外生的な価格

上昇による需要抑制である。このメカニズムに基づ

くカーボンプライシングの排出削減効果を見るた

めには、外生的な価格上昇機能を持つ明示的炭素価

格（炭素税および ETS）、あるいは明示的炭素価格

に近い働きをする化石燃料課税に限定して議論す

るべきである。すなわち、明示的炭素価格を用いた

分析、あるいは OECD が定義する実効炭素価格

（Effective Carbon Rates）を用いた分析に基づい

て議論するべきである。 

一方、エネルギー（化石燃料）本体価格は基本的

に需給バランスで決まるものである。OPEC による

減産合意、あるいはシェールガス開発による価格下

落など、供給側の要因で価格が変化する場合には、

価格が上がれば需要が減り、逆に価格が下がれば需

要が増える、つまり価格と需要が負の相関を示すと

予想されるが、景気動向など需要側の要因で価格が

変化する場合には、需要の増えれば価格が上がり、

需要が減れば価格も下がるという正の相関になる

と予想される。実際のエネルギー価格は供給側・需

要側の両方の要因で変化することから、エネルギー

本体価格と排出量の関係は一般的に正負の相関が

入り混じることとなる。したがって、カーボンプラ

イシングによる排出削減効果を議論するためには、

エネルギー本体価格による影響を除外したうえで、

追加的炭素価格がどのように影響したかを分析す

る必要がある。エネルギー本体価格を含めた分析で

は、カーボンプライシングの排出削減効果を見るこ

とはできない。 

ここで、エネルギー本体価格を含めた分析の例と

して、経済産業省長期地球温暖化対策プラットフォ

ーム報告書を見てみよう。図 3 は、我が国の「カー

ボンプライス（エネルギー本体価格含む）」と CO2

排出量の経年変化である。 

2001 年から 2008 年にかけて、エネルギー本体価

格が高騰するとともに、排出量も増加し、その直後、

リーマンショックに見舞われた 2009 年に、エネル

ギー本体価格が急落するとともに排出量も急減し

ている。この期間を通じて、日本を含めた世界的な

景気動向による需要側要因が化石燃料価格変動の

主要因であったと考えるならば、このような「カー

ボンプライス」と排出量の正の相関は経済理論から

予想されるものである。しかし、同報告書は、この

分析に基づき、我が国炭素価格の近年の価格上昇が、

CO2 排出量抑制や炭素生産性向上につながってい

る関係は観察されない、という結論を導いている。

カーボンプライシングの排出削減効果を見る上で、

エネルギー本体価格を入れてしまうと、このような

誤った結論になりかねないのである。 

 

 
出典：経済産業省 (2017) 図 3-4 

図 3 我が国カーボンプライスと CO2 排出量の経

年変化 

 

では、暗示的炭素価格を用いた分析はどうであろ

うか。すでに説明したように、経済産業省長期地球

温暖化対策プラットフォーム報告書や経団連など

が定義する暗示的炭素価格は、定義どおりの言葉を

使うのであれば、排出量あたりの排出削減コスト

（ただし実効炭素価格を除く）であり、「炭素排出

削減を目的として炭素排出に価格をつけること」と

いうカーボンプライシングの定義とは大きく異な

るものである。たとえば OECD（2013）は、高い暗

示的価格は、野心的な排出削減取組みの結果である

場合もあるが、非常に効率が悪く削減効果の薄い取

組みの結果かも知れない、と指摘している。すなわ

ち、暗示的炭素価格が高いほど排出削減効果が高い

という関係は必ずしも成り立たない。暗示的炭素価

格を用いた分析でカーボンプライシングの排出削

減効果を見ることはできない。 

イ  カーボンプライシングは費用効率

的な排出削減策か？

この議論のためには、上述の価格効果の議論より

もさらに理論的カーボンプライシングに近い定義

が望ましく、炭素排出量に比例した価格付けを行う

明示的炭素価格に関する分析が最も有用である。実

効炭素価格は、全体として炭素排出量に必ずしも比

例しておらず、比例していない度合いが大きいほど

費用効率が低下することが予想される。たとえば、

炭素排出量あたりに換算した場合の石炭への税率
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が天然ガスへの税率よりも低かった場合、天然ガス

よりも石炭を選択するインセンティブとして働き、

効率的な排出削減策として機能しない。 

価格効果の議論に有用でない暗示的炭素価格や

化石燃料本体価格は、この議論に対しても有用では

ない。 

ウ  カーボンプライシングは低炭素技

術・低炭素投資を促進するか？

この議論のためには、低炭素技術選択や低炭素投

資決定に影響を与える価格はすべて該当すると考

えられる。したがって、明示的炭素価格、内部炭素

価格、化石燃料課税、エネルギー本体価格はすべて

分析に使用可能であると考えられる。 

一方、暗示的炭素価格（炭素排出量あたり排出削

減コスト）はそれらの意思決定には使用されないも

のであり、この議論をするうえで有用ではない。た

とえば、ほとんど削減効果のないわずかな投資額の

排出削減取組みは高い暗示的炭素価格をもたらす

が、そのような取組みが低炭素技術促進や低炭素投

資促進につながらない。 

エ  どの国・部門の削減効率

が高いのか？

では、暗示的炭素価格はどのような議論に有効な

のであろうか、という問いに対する答えがこの質問

である。そもそも、暗示的炭素価格という用語がミ

スリーディングであり、実効炭素価格を含めた削減

費用を排出削減量で割ったもの（すなわち OECD

（2013）による暗示的炭素価格の定義）を、排出削

減量あたり削減費用、あるいは削減効率として、分

析に使用すべきである。 

 まとめ
我が国のカーボンプライシング議論で使用され

ている、カーボンプライシングに関連する様々な概

念について、排出削減メカニズムとの関連を軸に整

理を行った。その結果、問題となっている論点に対

して有用ではない概念がしばしば使用されている

現状が明らかとなった。すなわち、我が国において

カーボンプライシングの有効性に関して評価が大

きく分かれている一つの要因として、論点に対して

適切ではない概念・定義に基づくミスリーディング

な議論がなされている現状が明らかとなった。 

本稿では、温室効果ガス（GHG）の大幅削減を実

現するうえで大きな役割を果たすと期待されるカ

ーボンプライシングについて、建設的な議論の土台

作りに貢献することを目的として、論点に合った適

切なカーボンプライシングの概念・定義を提示した。

いくつかの用語については、より定義に即した用語

に改めることも有用であろう。たとえば、暗示的炭

素価格については、排出削減量あたり削減費用、あ

るいは削減効率、という用語を使用すべきと考える。

同様に、経済産業省の長期地球温暖化対策プラット

フォーム報告書で定義される「カーボンプライス」

については、定義に沿って「炭素排出量あたりエネ

ルギー総価格」という用語を使うことによって、炭

素排出削減を目的として炭素排出に価格をつける

カーボンプライシングとの違いが明確になるとと

もに、分析結果の誤った解釈が避けらると考えられ

る。 

論点に適した用語・定義の使用により、カーボン

プライシングの有用性につき幅広い合意形成がな

されることを期待してやまない 

 

（了） 
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 海外における排出削減量を国の排出削減目

標の達成のためにカウントする場合に、①計算

方法の見える化、②ダブルカウントの防止、③

全体削減の確保、という３つの基本原則を適

用すべきである。 

 企業によるグローバルな活動、例えば日本企

業が生産した省エネ等の製品が海外の不特

定多数のユーザーによって使用・消費される

ことによる排出削減量については、３つの基本

原則のうち特に①と②の適用が難しいため、

国の排出削減目標のために達成にカウントす

ることはできない。 

 しかし、上記のような海外における排出削減

量について、国の排出削減目標の達成のため

にカウントするのではなく、国内政策として、日

本企業による海外での削減への貢献を積極

的にアピールすることによって、省エネ技術等

の開発・普及に対する企業のモチベーションを

向上させることを目的とする場合には、３原則

を適用する必要はない。 

 上記の取り組みを進めていくことは意義がある

が、こうした排出削減量を国際的に声高に主

張することは、国としての排出削減目標の達

成のためにカウントするという誤解を生んだり、

日本企業の国際的評価の観点からリスクとな

る可能性があるため、広報の仕方に配慮すべ

きである。 

 

 背景

 地球温暖化対策における国際貢

献に関する議論の状況

日本が今後の温暖化対策を進めていく上で、国際

貢献、すなわち海外での温室効果ガス（GHG）の削

減のあり方が一つの論点となる。現行の地球温暖化

対策計画（平成 28 年 5 月 13 日閣議決定）におい

ては、『我が国の中期目標として、「日本の約束草案」

に基づき、国内の排出削減・吸収量の確保により、

2030 年度において、2013 年度比 26.0％減（2005

年度比 25.4％減）の水準にする』としており、2013

年度比 26％削減は国内で達成するとしている。一

方で、「（略）我が国の削減目標の達成に活用するた

め、JCM を構築・実施していく。これにより、民間

ベースの事業による貢献分とは別に、毎年度の予算

の範囲内で行う政府の事業により 2030 年度までの

累積で 5,000 万から１億 t-CO2 の国際的な排出削

減・吸収量が見込まれる。JCM については、温室

効果ガス削減目標積み上げの基礎としていないが、

日本として獲得した排出削減・吸収量を我が国の削

減として適切にカウントする。」としている。つま

り 26％という国内での削減に加えて、JCM による

海外削減量をカウントすることを明記している。 

地球温暖化対策計画には、海外での削減について

さらなる記述がある。すなわち、「JCM のほか、産

業界による取組を通じた優れた技術の普及等を促

進するとともに、こうした取組による削減貢献分を

「見える化」して示していくなど、その意義を海外

に積極的に発信し、パリ協定の枠組みに基づき地球

温暖化対策を進める国際社会において広く評価さ

れるよう、働きかけていく。これにより、2030 年度

に全世界で少なくとも年間 10 億 t-CO2の排出削減

ポテンシャルが見込まれる。」としている。これは

 

気候変動とエネルギー領域 

ダイレクター 
 

水野 勇史 

て

地球温暖化対策における国際貢献のあり方：
温室効果ガスの海外削減量のカウントに関する３つの原則 

長期ビション・戦略を考える 
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国の排出削減目標の達成のためにカウンしないも

のの、日本企業による排出削減への貢献を広くアピ

ールしていこうとしているものである。こうしたア

ピールによって、日本企業の省エネ技術等の開発・

普及に対するモチベーションが向上すればさらな

る普及開発が期待できることから、国内政策として

の意義があると考えられる。 

一方、2017 年 4 月に経済産業省が発表した長期

地球温暖化対策プラットフォーム報告書において

は、海外削減に関係する見出しとして、「国際貢献

でカーボンニュートラルへ」「グローバル・バリュ

ーチェーンでカーボンニュートラルへ」とあり、具

体的には「①我が国低炭素技術の国際競争力を強化

しつつ、②海外展開支援ツールを総動員して、③官

民でグローバル市場を獲得していく。その上で、④

我が国の貢献を定量的に「見える化」し、これを積

極的に発信していくことで貢献量の多寡を競うゲ

ームを世界に向けて仕掛けていく。」「潜在的な削減

貢献ポテンシャルを踏まえると、今後は、製品ライ

フサイクルを俯瞰したグローバル・バリューチェー

ンでの取組へと拡大・発展させていくことで、さら

に生産段階の排出量の何倍もの削減に貢献するこ

とが可能である。」としている。この報告書で書か

れている「削減」については、国の排出削減目標の

達成のためにカウントしようとしているのか、ある

いは国の目標とは関係なく日本企業の貢献をアピ

ールしようとしているのかについて必ずしも明記

されていないが、特徴的な点として、間接的な排出

削減に着目していることが挙げられる。つまり日本

企業の国内での活動における直接的な排出削減で

はなく、日本企業が生産した製品（主に省エネ製品

が想定される）が世界で使用・消費されることによ

る排出削減に着目し、その効果は日本の排出量を上

回るような削減ポテンシャルがある（カーボンニュ

ートラル）という説明と解される。 

本稿では、このような間接的な排出削減のカウン

トに着目しつつ、論点を絞るために日本企業が国内

で生産した製品が海外の不特定多数のユーザーに

よって使用・消費されることによる排出削減量に関

して、国の排出削減目標の達成のためにカウントす

ることと、そうではなく日本企業による海外削減へ

の貢献を広くアピールすることとの比較を通じて、

地球温暖化対策における国際貢献の捉え方につい

て論じる。 

 

                                                   
1 例えば、CDM の方法論は削減量を「正確に」計算する

ことを重視しているが、JCM では簡易かつ保守的に計算す

ることを重視している。したがって、同様のプロジェクト

 海外削減のカウントに関する３

原則
 

本節では、日本企業が国内で生産した省エネ等の

製品が海外の不特定多数のユーザーによって使用・

消費されることによる排出削減に限らず、海外にお

ける排出削減量を国の排出削減目標の達成のため

にカウントする場合に、適用すべき３つの基本原則

を提示する。 

 原則１：計算方法の見える化

海外における排出削減量を国の排出削減目標の

達成のためにカウントしようとする場合に適用す

べき第１の原則は、海外での削減量を定量的に「見

える化」することであり、そのためにその計算方法

を「見える化」することである。削減を主張する際

に、例えば「軽量素材の採用による省エネにより○

○ｔの削減」、と結果のみ示されたとしても、それ

は削減量を定量的に「見える化」したことにはなら

ない。削減量とは「実際の排出量」と、それよりは

値が大きい「比較対象の排出量」との差であること

から、「削減量を定量的に見える化」するためには、

この２つの数字をどのように計算したのか、計算に

際してどのような仮定をおいたのか、使用した数字

とその根拠は何か、について説明することが必要で

ある。 

海外における排出削減量を計算する制度として

は、京都議定書に基づく CDM（クリーン開発メカ

ニズム）や日本政府が提唱し推進している JCM が

ある。CDM や JCM は、基本的にはある特定の排

出削減プロジェクトの実施により排出削減を行う

ものであり、削減量を計算するための方法として、

2017 年 5 月末現在で 185 本の「CDM 方法論」と

35 本の「JCM 方法論」がある。これらの方法論は

具体的なプロジェクトを想定した方法論であるた

め、同様のプロジェクトであれば、こうした方法論

を適用して削減量を計算することが可能である。た

だしそれぞれの制度によって、削減量の計算の考え

方が異なることに留意が必要である1。 

また特定のプロジェクトを想定せず、企業による

GHG の削減量の算定及び報告のための自主的な基

であれば、JCM の方法論によって計算される削減量は、

CDM の方法論によって計算される削減量よりも小さくな

る。 
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準として、米国のシンクタンクである WRI（World 

Resource Institute）と世界的な企業ネットワーク

の一つである WBCSD（World Business Council 

for Sustainable Development）が開発した「GHG

プロトコル」シリーズの中の、「プロジェクトアカ

ウンティングのための GHG プロトコル2」がある。

GHG プロトコルの示す基準に従って削減量を計算

し公表すれば、それは「見える化した計算方法を用

いて、削減量を見える化する」ことになると言える。 

もちろん、ここで示した方法や基準を用いること

だけが「見える化した計算方法を用いて、削減量を

見える化する」ことではない。次節に述べるように、

海外における排出削減量に関係する当事国同士が

納得できる適切な方法によるものである限り、さま

ざまな方法を用いて削減量を見える化することが

可能であるが、計算方法を見える化しなければ、当

事国同士が納得を得ることはできないと考えられ

る。 

 原則 ：ダブルカウントの防止

海外における排出削減量を国の排出削減目標の

達成のためにカウントしようとする場合に適用す

べき第２の原則は、それぞれの国の排出削減努力を

適切に評価するためにダブルカウントを防止する

ことである。海外の削減量をカウントするといって

も、日本国内からの実排出量を物理的に取り消する

ことはできないので、あくまでも国内外に報告する

排出量の数値を調整する（国内の排出量を海外の削

減量で差し引く）ことになる。海外における削減量

によって国内の排出量を差し引いて報告する場合

において、ダブルカウントを防止するため計算式は、

以下の式①で示される。 

 

①報告排出量（RE）= 国内実排出量(DE) 

-取得海外削減量(AR) 

+移転国内削減量(TR)3 

 

取得海外削減量については３つの形態が考えら

れ、（１）海外での削減量に基づいて発行されたク

レジットを取得した分、（２）海外の国内排出量取

引制度によって発行された排出枠を取得した分、

（３）海外で削減に貢献した量のうちクレジットや

排出枠という形を通さずに直接的に国内で削減カ

ウントする場合、である。（３）はまだ具体的な事例

はないものの、（１）（２）（３）は報告排出量を計算

                                                   
2 GHG Protocol for Project Accounting 

3 Reported Emissions (RE) = Domestic Emissions (DE) 

– Acquired Reductions (AR) + Transferred Reductions 

する場合において本質的に同じである。一方、移転

国内削減量とは、ある国にとっての取得海外削減量

を海外の相手国側から見たものであり、相手国にと

って（１）国内での排出削減に基づいて発行された

クレジットを海外に移転した分、（２）国内排出量

取引制度によって発行された排出枠を海外に移転

した分、（３）国内で削減した量のうちクレジット

や排出枠という形を通さずに直接的に国外で削減

カウントすることを認めた分、の３つが考えられる。 

①の式について具体例を示せば、A 国の実排出量

が 1200 であるところ、A 国は B 国での削減量であ

る 200 を用いて排出量を差し引き、一方 B 国では、

200 の削減を行った後の実排出量が 1800 であった

場合、式①を適用すると両国の報告排出量は以下の

ようになる。 

  

A 国の報告排出量 1000(RE) = 1200(DE) – 200(AR) 

B 国の報告排出量 2000(RE) = 1800(DE) + 200(TR) 

AB 両国の報告排出量 3000(RE) = 3000(DE) 

 

上記の場合、AB 両国の報告排出量（RE）の合計

は 3000 となり、両国の実排出量（DE）の合計であ

る 3000 と一致する。ここでのポイントは、B 国は

国外に移転した削減分は自国の削減と見なせない

ため、排出量を報告するに際して、実排出量に上乗

せすることである。もし移転した削減分を上乗せし

ないと、以下のような計算となる。 

 

A 国の報告排出量 1000(RE) = 1200(DE) – 200(AR) 

B 国の報告排出量 1800(RE) = 1800(DE)      

AB 両国の報告排出量 2800(RE)≠3000(DE) 

 

この場合、AB 両国の実排出量の合計は 3000 で

あるにもかかわらず、報告排出量の合計は 2800 と

なり、齟齬が生じる。これは B 国での排出削減量の

200 が、A 国と B 国でダブルカウントされているた

めである。B 国は自国で 200 の排出削減が実現した

結果として実排出量が 1800 になっているのであり、

A 国がカウントした 200 の排出削減を B 国がカウ

ントしないためには、単純な計算として上乗せが必

要になるのである。今後、世界全体で排出削減を行

っていかなければならない中で、このようなダブル

カウントを含む報告排出量をもとに排出量や政策

を評価することは適切ではない。したがって、海外

における排出削減量を国の排出削減目標の達成の

ためにカウントする場合には、式①を適用すること

が必要であり4、そのためには海外での排出削減量

(TR) 
4 排出削減目標が京都議定書のような複数年目標ではな

く、単年目標である場合には、複数年にわたって獲得した
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を取得した側（A 国）のみならず、削減が行われた

当事国（B 国）が、削減量が国外に移転されたこと

を認識し、当該削減量を自国の削減分として計上せ

ず、自国の実排出量に上乗せすることが必要である。

パリ協定第６条２項でも「国際的に移転される緩和

の成果5を国が決定する貢献6のために利用すること

を伴う協力的な取組に任意に従事する際には、（略）

この協定の締約国の会合としての役割を果たす締

約国会議が採択する指針に適合する確固とした計

算方法（特に二重の計上の回避を確保するためのも

の）を適用する」としており、「二重の計上の回避」、

つまりダブルカウントの防止が明記されている7。 

 原則 ：全体削減の確保

海外における排出削減量を国の排出削減目標の

達成のためにカウントしようとする場合に適用す

べき第３の原則は、温暖化問題の解決に向けて、削

減量の取得・移転を通じて、両国の国内排出量を削

減する、つまり全体削減を確保することである。地

球温暖化対策のためには、温室効果ガスの地球全体

における排出量を下げていくことが必要である。削

減量の取得・移転の前と後で、両国の国内排出量の

合計が変わらない場合、こうした取得・移転を行う

ことの温暖化対策としての意義が問われると言え

る。 

具体的に示せば、例えばAB両国の削減量の取得・

移転前の国内排出量が以下であったとする。 

（削減量の取得・移転前の状況） 

A 国の報告排出量 1300(RE) = 1300(DE) 

B 国の報告排出量 1800(RE) = 1800(DE)   

AB 両国の報告排出量 3100(RE) = 3100(DE) 

 

B 国から A 国への削減量 100 の移転によって両

国の報告排出量が以下のとおりであったとすると、

削減量の移転によってダブルカウントは生じてい

ないので計算としての齟齬はないが、削減量の移転

前と移転後で、両国の排出量の合計値は 3100 で変

化がない。これは A 国が、B 国で排出削減を行った

ものの、自国の国内排出量を増大させたためである。

このような国内排出量の増大分を、海外での排出削

減で補うことは、結局は温暖化対策につながらない

と言える。 

                                                   
海外削減量をどのようにカウントするのかという課題もあ

る。 

5 「国際的に移転される緩和の成果」とは、取得海外削

減量（移転国内削減量）のことであるといえる。 

 

（削減量の取得・移転後で両国の合計排出量が変

わらない場合） 

A 国の報告排出量 1300(RE) = 1400(DE) – 100(AR) 

B 国の報告排出量 1800(RE) = 1700(DE) + 100(TR)  

AB 両国の報告排出量 3100(RE) = 3100(DE) 

全体削減を確保できる削減量の取得・移転の一つ

の具体例としては、移転される削減量を実際の削減

量よりも少ない量として計上することが挙げられ

る。具体的には以下のように、実際には B 国におい

て 200 の削減が実現されたとして、B 国から A 国

への削減量の移転を 100 とすれば、削減量の取得・

移転後に両国の合計排出量が 2900 となり、取得・

移転前の 3100 よりも減少する。 

 

（削減量の取得・移転前の状況） 

A 国の報告排出量 1300(RE) = 1300(DE) 

B 国の報告排出量 1800(RE) = 1800(DE)   

AB 両国の報告排出量 3100(RE) = 3100(DE) 

 

（削減量の取得・移転後で両国の合計排出量が減少

する場合） 

A 国の報告排出量 1200(RE) = 1300(DE) – 100(AR) 

B 国の報告排出量 1700(RE) = 1600(DE) + 100(TR)  

AB 両国の報告排出量 2900(RE) = 2900(DE) 

 

もっともより本質的には、A 国が行った B 国にお

ける削減対策や技術の導入が、B 国において、A 国

へ移転した量を超える排出削減効果をもたらすこ

とが重要である。 

この全体削減の確保の必要性については、パリ協

定第６条１項において「国が決定する貢献の実施に

際し、緩和及び適応に関する行動を一層野心的なも

のにすることを可能にし」とあり、第 6 条 4 項（ｃ）

において「世界全体の排出における総体的な緩和を

行うこと」としており、いずれもその趣旨が明記さ

れている。 

 

 製品の使用・消費による海外で

の排出削減
 

本節では、日本企業が国内で生産した省エネ等の

6 「国が決定する貢献」とは、ほとんどの場合は GHG の

排出削減目標と読み替えられる。 

7 具体的な計算方法については、現在国際交渉が行われ

ているところである。 
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製品が、海外の不特定多数のユーザーによって使

用・消費されることによる排出削減量について、国

の排出削減目標の達成のためにカウントする場合

と、そうではなく日本企業による海外削減への貢献

を広くアピールする場合をとりあげ、これらに対し

３つの原則を適用することについて比較検討を行

う。 

 ３つの原則適用における課題

まず第１の原則である計算方法の見える化につ

いては、企業が国内で生産した製品が海外の不特定

多数のユーザーによって使用・消費されることによ

る排出削減量の計算は容易ではないといえる。 

海外における排出削減量を計算する制度として

の CDM について言えば、基本的にはある特定の排

出削減プロジェクトの実施による排出削減量を計

算するものであるが、GHG 排出を削減する製品等

の、不特定多数ユーザーの使用による削減について

も対象としており、筆者が確認した範囲で 11 本の

方法論がある（参考 1 参照）。しかし、これら 11 の

方法論を使って実際に登録されたCDMプロジェク

トは 7 件（全登録数 7771 件中8）であり、うちクレ

ジットの発行に至った案件はわずか１件となって

いることから、汎用性という点で限定的である。ま

た JCM においては、国内で生産した製品が海外の

不特定多数のユーザーによって使用・消費されるこ

とによる排出削減量を計算する方法論はまだない。 

企業の GHGの排出量算定及び報告についての自

主的な基準である GHG プロトコルのうち、製品の

使用・消費段階に着目した基準として、「企業バリ

ューチェーン（スコープ 3）スタンダード9」と「製

品ライフサイクルアカウンティング及び報告スタ

ンダード10」がある。これらの基準は、製品の使用・

消費段階における GHG の排出の計算の考え方、報

告の仕方を示しているが、削減量を計算することは

想定していない。さらに、「企業バリューチェーン

（スコープ 3）スタンダード」においては「本基準

は排出回避量11や、排出を埋め合わせ（オフセット）

するためのGHG排出削減量の定量化は対象として

いない」と記述されており、また「製品ライフサイ

クルアカウンティング及び報告スタンダード」にお

いても「本基準は排出回避や排出を緩和するための

行動は対象としていない。また本基準はオフセット

によるGHG排出削減量の特定やカーボンニュート

ラルを主張することを目的として作成していない」

                                                   
8 プログラム型 CDM 活動は除く。 
9 Corporate Value Chain (Scope 3) Standard 

10 Product Life Cycle Accounting and Reporting 

Standard 

と記述されている。 

日本においてもサプライチェーンを通じた温室

効果ガス排出量算定に関する取組が行われており、

環境省及び経済産業省が「サプライチェーンを通じ

た温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラ

イン」を策定して、企業に積極的な活用を呼び掛け

ている。この中では、「サプライチェーン排出量を

継続的に把握し、経年変化を見ることにより、サプ

ライチェーン排出量の増減を捉えることはできる

ものの、企業による削減対策の進捗に加えて、事業

活動量や事業構造の変化、製品使用方法の変化等の

要因も含まれてしまう」ことを指摘している。そし

て、「実績に基づく評価ではなく、削減対策を実施

しなかった場合を想定してそれとの比較において

削減効果を評価する考え方があるものの、このガイ

ドラインではこれらの考え方に基づく評価方法は

対象としていない」と記述されている。 

これらの事実が示すことは、工場での生産活動の

ような自らの管理下にある排出ではなく、不特定多

数のユーザーという他の主体の管理下に移った製

品の使用・消費段階での排出削減量を客観的に定量

化することは容易ではないということである。ユー

ザーの管理下に移った製品がどのように使用され

るのかは、特に素材や部品の製造者が知ることは難

しく、またその製品が使用されていなかった場合に

どの程度の排出量が想定されるのかということは

ユーザーによって異なると考えられ、いずれも推測

するしかない。さらに日本で生産した製品が、海外

の不特定多数のユーザーによって使用・消費される

ことによる排出削減量となると、国内で使用・消費

された場合と比べて、データ収集や比較対象の排出

量を仮定がより難しくなると言える。 

次に第２の原則であるダブルカウントの防止に

ついては、日本企業が国内で生産した省エネ等の製

品を購入した相手国ユーザーからすれば、自身の排

出削減に貢献するという期待から製品を購入し使

用したのであり、日本が国の排出削減目標の達成の

ためにカウントするとは考えていないと考えられ

る。排出削減量の移転について、当事国の政府間に

おける事前の合意に基づいて具体的な排出削減の

取組を実施するのではなく、日本企業が相手国で販

売した省エネ等の製品の使用等により排出が削減

され、それが適切な方法で算定されたとしても、今

日において多くの国がパリ協定の下で排出削減目

標を約束している中においては、これを自国の削減

成果として認識するのが普通と考えられる。したが

って、日本企業の関与する排出削減量であったとし

11 英文が avoided emissions となっており、つまりは

「比較対象の排出量」を回避したという意味であり、本稿

における排出削減量と同義であると言える。 
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ても、これを日本が国の排出削減目標の達成のため

にカウントしようとすれば、改めて相手国と協議し、

その合意を得ない限り、ダブルカウントの防止の原

則を満たすことができない。 

またある製品の製造に関わった素材、部品、完成

品メーカーのそれぞれが削減を主張すると、相手国

とのダブルカウントに加えて、国内企業間の二重、

三重カウントの可能性まで出てくる。例えば燃費の

よい次世代自動車を輸出し、それらが使用されるこ

とによる削減について、完成車メーカーのみならず、

完成車に使用されている部品メーカー、さらには部

品に素材を納めた素材メーカーがそれぞれ海外に

おける排出削減への貢献を主張した場合、削減量は

相手国とのダブルカウントに加えて、国内において

三重にカウントされることになり、国の排出削減目

標の達成という観点でさらなる不整合が生じる。 

第３の原則である全体削減の確保については、移

転される削減量を実際の削減量よりも少ない量と

して計上することによって一定程度確保できるも

のの、実際に評価するためには相手国での省エネ等

商品の普及が拡大する効果があるかどうかについ

て、個別の事例を分析する必要があるため、一概に

判断することができない。 

 国内政策としての海外での排出

削減量のアピール

３つの原則は、海外における排出削減量を国の削

減目標の達成のためにカウントしようとする場合

に適用すべきものである。しかし、排出削減目標の

達成のためにカウントするのではなく、日本企業に

よる海外での削減への貢献を積極的にアピールす

ることによって、省エネ技術等の開発・普及に対す

る企業のモチベーションを向上させるという国内

政策上の目的のために行う場合には、３原則を適用

する必要はない。 

この場合、日本企業が国内で生産した省エネ等製

品が、海外の不特定多数のユーザーによって使用・

消費されることによる排出削減量について、あくま

でも客観的に見える化すべきかと言えば、必ずしも

そのような必要はない。なぜなら確立した手法がな

い中で客観的な計算を求めれば、結局は排出削減量

を計算できなくなってしまう恐れがある。排出削減

量を特定できなければ、企業による海外での削減へ

の貢献をアピールできなくなり、ひいては企業のモ

チベーションを向上するという目的を達成できな

くなってしまい、それでは本末転倒である。したが

って、この場合は客観的な計算を求めるのではなく、

それぞれの企業が独自に計算し、排出削減量をアピ

ールすることが、結局はさらなる排出削減活動につ

ながると期待できる。ただし、この場合であっても、

企業がどのように削減量を計算したのかについて

説明することが必要であり、さらには、サプライチ

ェーンに関わる企業が国際的に連携、協力して、計

算方法について、その客観性を向上させるなど、改

善に努めることも重要である。数字の根拠や考え方

を説明せずに結果の数字だけを示されても、数字の

説得力はなく、むしろ過大な見積もりではないかと

いう疑念を生じさせてしまうからである。 

またダブルカウントの防止については、排出削減

目標の達成のためにカウントしないのであれば、削

減量を国外に移転するということが起こらないの

で、相手国に認識を求める必要はない。ある製品の

製造に関わった素材、部品、完成品メーカーによる

国内企業間の二重、三重カウントについても、個別

企業のモチベーションを向上させるという観点に

おいては、むしろ二重、三重カウントしても削減量

をアピールした方が、国内政策としては有効となる

側面がある。地球温暖化対策計画にある「2030 年

度に全世界で少なくとも年間 10 億 t-CO2 の排出削

減ポテンシャル」という数字は、まさにこのような

企業のモチベーションを上げるための数字である

と言える。GHG プロトコルの「製品ライフサイク

ルアカウンティング及び報告スタンダード」におい

ても、「この基準は回避された排出量を企業の排出

量から差し引くことは認めない」としつつ、「企業

は排出回避量を、企業の排出量報告とは別に報告す

ることは構わない」としている。 

ただし、このような数字を国際的に声高に主張す

ることは、国としての排出削減目標の達成のために

活用しようとしているという誤解を生んだり、日本

企業の国際的評価の観点からリスクとなる可能性

があるため、広報の仕方に配慮すべきである。省エ

ネ等製品を日本から購入して行った排出削減努力

について、日本が国としての排出削減目標の達成の

ためにカウントしないとは言え、製品を売った日本

企業側が自分の貢献として二重三重に計算してア

ピールすることは、国際的には過剰なアピールであ

ると疑問視される可能性があるからである。 

 

（了） 
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参考１： GHG 排出削減する製品等の使用による削減量計算のための CDM 方法論と、それらを用

いた登録 CDM プロジェクト件数、うち CDM クレジットを発行したプロジェクトの件数

（2017 年 5 月末現在） 

 

GHG 排出削減する製品等の使用による削減量計算のための   

CDM 方法論 
登録プロジ
ェクト件数 

クレジット
発行済み件

数 

AM0046: Distribution of efficient light bulbs to households 1 1 

AM0086: Distribution of zero energy water purification systems for 

safe drinking water 
- - 

ＡＭ0094:Distribution of biomass based stove and/or heater for 

household or institutional use 
- - 

AM0113: Distribution of compact fluorescent lamps (CFL) and 

light-emitting diode (LED) lamps to households 
- - 

AMS-I.J.: Solar water heating systems (SWH) - - 

AMS-I.K.: Solar cookers for households - - 

AMS-II.O.: Dissemination of energy efficient household appliances - - 

AMS-III.C.: Emission reductions by electric and hybrid vehicles 4 - 

AMS-III.AK.: Biodiesel production and use for transport 

applications 
- - 

AMS-III.AQ.: Introduction of Bio-CNG in transportation 

applications 
2 - 

AMS-III.BK: Strategic feed supplementation in smallholder dairy 

sector to increase productivity 
- - 
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